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　あっせん・仲裁としては、医療ADRの中立委員、遺産分割等の相続案件、離婚、

氏名
笹浪雅義
東京グリーン法律事務所

　これまで、弁護士業務として、不動産、建築、マンション管理、著作権、企業法務全般

スズエ・アンド・スズエビル5階

自己紹介

03-5501-3641

相続、離婚等家事事件等をてがけてきました。

住所

日本弁護士連合会常務理事

m.sasanami@gmail.com

03-5501-3648

主な経歴

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1丁目12番9号

損害賠償その他の民事事件等を扱ってきました。

あっせん人・仲裁人としてのコメント

　医療、離婚、相続、借地借家、マンション（区分所有法）

経験ある分野・担当可能な分野

東京弁護士会監事
東京都弁護士協同組合 副理事長

全国弁護士協同組合 副理事長

東京弁護士会　医療ＡＤＲあっせん委員

　これまでの経験を活かし、早期円満な解決のお手伝いができればと考えています。


